ペット飼育誓約書及びペット飼育規則

貸主： 　　　　 様

私は、貸主様より賃借する物件（物件名：　　　　）において、ペットを飼育するにあたり下記「ペット飼育規則」（以下、「本則」とする。）の内容を確認し、本則に同意の上、遵守することを約束します。万一、本則に違反した場合は、ペットの飼育を禁止、又は契約の解除・立退きを要求されても、これに従うことを誓約致します。

　　　　  年　　 月　　日
賃借人（飼育者）氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　印　
連絡先：　　　　　　　　　　　 

ペット飼育規則
第１条（本規約の目的）
共同住宅において快適な居住環境を維持し、ペット飼育による居住者同士、及び近隣住民とのトラブルを防止することを目的とする。

第２条（飼育可能なペットの種類）
飼育可能なペットは1匹とし、許可した小型犬・猫（体長50cm以下）に限る。

第３条（飼育を許可する条件）
ペットの飼育を希望する入居者は、次の書類を提出するとともに、敷金として賃料1ヶ月分追加で預け入れし、貸主又は管理者の許可を得なくてはならない。
	必要書類
	ペット飼育申請書（本書類に署名・押印し、ペットの写真を添付すること）

	
	法律で定められている予防接種及び登録が行われていることを証する書類（コピー）



第４条（飼育者の義務）
1 ペットには各種伝染病の予防ワクチンの接種を受けさせること。
2 ペットが人又は他の居住者のペットに感染する恐れのある病気にかかった場合は、伝染の恐れがなくなるまでは物件への入室を禁止とし、貸主、管理者に報告の上、指示を仰ぐこと。
3 飼育するペットが建物室内外において、怪我及び死亡が発生しないように、飼育者は管理しなくてはならない。万一発生した場合貸主及び管理者は責任を負わない。

第５条（遵守事項）
1 ペット及び飼育環境を常に清潔に維持し、健康管理、疾病の予防、ノミ・ダニ等の害虫発生を防止すること。
2 糞尿による悪臭や鳴き声で近隣に迷惑をかけないように、適切な躾を行うこと。
3 ペットの飼育範囲は、専有部分（但しバルコニーは除く）のみとし、廊下・階段等の共用部分で、ペットの飲食や排泄をさせないこと。
4 ペットの手入れは専有部分の指定場所で行い、バルコニー、階段、駐車場、その他の共用部分で行わないこと。
5 ペットを連れて屋外に出る時は、建物から出るまでは抱きかかえて移動し、また、帰った際はペットの足を必ず洗うこと。
6 共用部分、又は屋外でペットが排泄行為をした場合、衛生的にこれを処理し、臭いが残らないようにすること。
7 飼育者以外のペットを同伴した来客の入室は禁止とする。
8 1日以上不在にする場合、ペットのみを置かないこと。
9 不慮の事故の発生を防ぐため、一般来客に対してペットが不用意な行動をとらないように借主は配慮すること。
10 天災火災等の非常時には、ペットの保護は飼育者が行い、他の居住者や近隣住民に迷惑を掛けないこと。
11 ペットが死亡したときは、飼育者が責任をもって、適切に処置すること。

第６条（飼育者の賠償責任）
ペットによる建物の畳・床・壁・建具・内装及び設備等、室内・室外を問わず汚損・破損（ペットによる異臭も含む）又は他の入居者並びにペットに対して、傷害・損害等を生じさせたときは、飼育者が全責任を負い、原状回復等誠意を持って解決しなくてはならない。

第７条（退去時の現状回復）
賃貸借契約の終了により、建物を明け渡すときは、入居期間の長短に関わらず清掃業者による全室のクリーニング（消毒を含む）を必ず実施するものとする。また、貸室内の畳・床・建具・内装及び、設備等、ペットによる破損、汚損、変色、異臭等が認められる場合には、修理・張替・取替等を行い入居前の状態に回復するものとする。

第８条（近隣への賠償責任）
ペットが近隣に損害を与えた場合は、その飼育者は誠意をもって状況を改善し、被害者に保証すること。

第９条（飼育の禁止）
貸主又は管理者は、飼育者がこの規則に違反した場合は、飼育を禁止することができる。
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